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 Ｑ：見舞金の請求期限はありますか？  
 

 

  ●事故発生日から１８０日以内に請求を 

 

  Ａ１：治ゆ後、事故発生日から１８０日以内に請求して 

ください。 

 

  Ａ２：治療中の場合は、事故発生日から１８０日を経過した 

時点ですぐに請求してください。 

    

  Ａ３：死亡・後遺障害が生じた場合は、本会までご連絡くだ

さい。 

 

  ●一事故に対する見舞金の請求は１回限り 

   同一事故の再度請求はできません。 

 

 

お問合せ先 一般社団法人北海道町内会連合会 

TEL 011-271-3178  Fax 011-271-3956 


